
 

当健保組合の特定健診・特定保健指導 

 ４０歳以上の被保険者及び被扶養者に対し、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した健診

を行い、その結果から生活習慣病発症リスクに応じて保健指導を行います。 

高齢者医療の確保に関する法律により健保組合に実施が義務づけられたものです。 

 

(１)特定健診 

  主に家族（被扶養者）及び任意継続加入者を対象に個人通知にて受診案内をしています。 

  尚、職員（被保険者）が受診する人間ドック及び生活習慣病予防健診は、特定健診をかねています。 

 

１）契約健診機関 

   ①厚生連各病院の健診センター                    受診券サンプル 

   ②市町村の住民健診 

   ③県内の契約医療機関約６００ヶ所 

特定健診 健診機関リスト（茨城県市町村 

別）はホームページトップ画面の 

を参照 

  

 ２）補助額 

   全額補助：特定健診料金 

（7,000～12,000円） 

 

 

 

 

 

（２）特定保健指導 

 １）職員（被保険者） 

   ①当健保組合の保健師が事業所巡回健康相談時に実施 

②人間ドック等健診機関に委託実施 

   

 ２）家族（被扶養者） 

   人間ドック健診機関等に委託実施 

 

 ＊いずれの場合も、対象者には健保組合又は委託実施機関よりご案内のうえ実施し、費用は全額、健保 

組合が負担します。 

※被扶養者の健診 

当健保組合の補助対象健診を受けずに、パート等勤務先での健診受診や自費で人間ドックを受けた場合

は、「健診結果票」（写）を提出いただくと、QUOカード（2,000円分）を進呈します。 

特定健診実施機関 


